
自然科学研究機構分子科学研究所エックス線障害予防細則 

 

平成２１年９月１５日 

分研細則第１号 

 

（目的） 

第１条 この細則は，自然科学研究機構分子科学研究所放射線障害予防規則（平成１６年

分研規則第７号。以下「予防規則」という。）第４条の規定に基づき，分子科学研究所

（以下「分子研」という。）におけるエックス線装置の取扱いによる放射線障害の発生

の防止に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（エックス線装置の設置） 

第２条 エックス線装置を設置・移管・移設・廃棄しようとする者は、別に定める様式に

より放射線取扱主任者へ届け出なければならない。 

（放射線管理責任者の業務） 

第３条 予防規則第１３条第１項の規定に基づき各施設に置かれる放射線管理責任者（以

下「管理責任者」という。）は，当該施設における放射線障害の発生を防止するため，

予防規則に定めるところによるほか，次に掲げる業務を行う。 

一 管理するエックス線装置に係る放射線障害の防止のための安全管理に関すること。 

二 業務従事者及び一時的立入者に対する放射線障害防止のための指示及び指導に関す

ること。 

三 業務従事者及び一時的立入者に対する管理区域への立入り許可又はエックス線装置

の使用許可に関すること。 

四 エックス線装置の定格出力を明記した標識を、当該装置又はその付近に掲げること。 

五 管理区域を標識によって明示すること。 

六 業務従事者に対する被ばく線量測定結果の通知に関すること。 

七 その他放射線障害防止のための管理監督に関すること。 

（管理責任者の代理者） 

第４条 研究所長は，管理責任者が旅行，疾病その他の理由によりその職務を行うことが

できないと認めたときには，その期間中管理責任者の職務を代行させるため，管理責任

者の代理者を選任しなければならない。 

２ 予防規則第１３条第２項の規定は，前項の代理者の資格に準用する。 

（エックス線装置の運転） 

第５条 エックス線装置を運転することができる者は，予防規則に定める業務従事者とし

て登録された者に限る。 

（遵守義務） 

第６条 業務従事者及び一時的立入者は，予防規則第１７条の規定を遵守しなければなら

ない。 

 

附 則 

この細則は，平成２１年９月１５日より施行する。 

附 則 

この細則は，令和３年７月１日より施行する。 


